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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

工事及び業務の対応について

 「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措

置等について」は、これまで、令和２年４月８日付け２川財契第１５５号及び令

和２年５月２７日付け２川財契第８８７号文書等により周知してきたところで

す。

このたび、令和３年１月７日に、１都３県（埼玉県、千葉県、神奈川県）を対

象として新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われ

たことを踏まえ、当該宣言を踏まえた対応について、国土交通省から通知があり

ました。

 つきましては、本市におきましても、緊急事態措置を実施すべき区域として、

国と同様の措置を講じることといたしますので、お知らせします。

 なお、工事・業務に係る申し出等につきましては、当該工事・業務担当部署ま

たは担当局へお問い合わせください。

 また、今後発注する案件に係る総合評価落札方式等における実績等のほか、各

案件におけるヒアリングの実施については、公告等で、各案件ごとにお知らせし

ます。

（資料）「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業

務の対応について」

（令和３年１月７日 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長）
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